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　自転車は、環境に優しく効率的な交通手段として、多くの方に利用
されています。しかし、自転車走行のルールとマナーを守らないと、
自らの安全を脅かすほか、周囲の方へも迷惑をかけてしまいます。ル
ールとマナーを守り、安全運転を心掛けましょう。

問　交通安全推進係☎（5662）1998

2 　面　 もったいない運動えどがわ　取り組み
レポート大募集

 江戸川区実施計画（案）への意見募集
6　面　女性の健康週間講座 女性の健康2012
8　面　くすのきカルチャー教室受講生募集

江
戸
川
区
長

　

毎
年
、
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

で
の
成
人
式
の
後
、
区
内
障
害

者
施
設
で
「
成
人
を
祝
う
会
」

が
行
わ
れ
ま
す
。
先
日
、
あ
る

施
設
で
新
成
人
の
お
母
さ
ん
が
、

多
く
の
利
用
者
や
保
護
者
の
前

で
、
挨
拶
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
淳
平
は
、
出
生
直
後
は
全

く
異
常
が
な
く
、
本
当
に
す
く

す
く
と
成
長
し
て
お
り
ま
し
た

が
、3
歳
の
誕
生
日
の
前
日
に
、

重
症
乳
児
ミ
オ
ク
ロ
ニ
ー
と
い

う
、
私
も
初
め
て
聞
く
病
名
を

告
知
さ
れ
ま
し
た
」。

　

そ
の
と
き
に
受
け
た
お
母
さ

ん
の
衝
撃
は
、
如い

何か

ば
か
り
だ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
後

は
、
40
度
の
高
熱
や
毎
日
1
0

0
回
を
超
え
る
痙け

い
　
れ
ん攣
が
続
き
、

入
退
院
を
繰
り
返
す
日
々
。
ど

の
よ
う
に
育
て
た
ら
い
い
の
か
、

お
母
さ
ん
は
途
方
に
暮
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
日
、
無

事
、
成
人
式
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
、
親
子
で
夢
の
よ
う
だ
と

感
じ
て
い
る
と
の
こ
と
…
。

　

「
今
、
20
年
間
を
振
り
返
る

と
、
淳
平
の
周
り
に
は
神
様
が

く
だ
さ
っ
た
小
さ
な
奇
跡
が
い

っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の

愛
に
支
え
ら
れ
て
今
日
ま
で
命

を
つ
な
げ
て
来
ら
れ
た
の
だ
と
、

心
か
ら
皆
様
に
感
謝
し
た
い
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
」。

　

お
母
さ
ん
は
重
い
障
害
と
向

き
合
う
日
々
の
中
で
、
嘆
き
や

苦
し
み
、
そ
し
て
喜
び
や
幸
せ

を
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
重
く
味
わ

っ
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
我

が
子
と
の
一
心
同
体
の
命
と
絆
、

母
の
大
い
な
る
愛
が
、
私
た
ち

の
胸
に
強
く
響
き
ま
し
た
。

ホ
ッ
ト
・
ラ
イ
ン

①自転車は車道通行が原則、①自転車は車道通行が原則、
　　　　　　　歩道通行は例外　　　　　　　歩道通行は例外
　道路交通法では、自転車は軽車両とされ
ています。そのため、歩道と車道の区別の
あるところでは、車道の通行が原則です。
②車道は左側を通行、右側通行は禁止②車道は左側を通行、右側通行は禁止
　自転車は、車道の左端に寄って通行しなければなりません。
③歩道は歩行者優先、自転車は車道寄りを徐行③歩道は歩行者優先、自転車は車道寄りを徐行
　やむを得ず歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で
走行しましょう。
④安全ルールを守る④安全ルールを守る
　信号を守る／並進は禁止／夜間はライト
を点灯／交差点では一時停止と安全確認／
二人乗りは禁止／飲酒運転は禁止

⑤子どもはヘルメットを着用⑤子どもはヘルメットを着用
　自転車を運転する13歳未満の子どもや、
自転車に同乗する 6歳未満の子どもには、
ヘルメットを着用させましょう。

自転車通行帯（ブルーレーン）自転車通行帯（ブルーレーン）
をご存知ですか？をご存知ですか？

　自転車利用者と歩行者の安全を
確保するため、区は警視庁などと
協力して自転車通行帯（右イラス
トの青色部分）の整備を進めてい
ます。これは、自転車利用者と歩
行者を分離し、自転車の走行環境
を高めるものです。現在区内では、15路線で9,190メートルを整
備しています。
　自転車を利用する方は、定められた場所を走行して更なる安
全を心掛け、車を運転する方もブルーレーンを塞ぐような駐・停
車はやめましょう。  問　土木部計画課計画係☎（5662）8389

守っていますか？守っていますか？
ルールを無視して交通事故を起こすとルールを無視して交通事故を起こすと

様々な責任が問われます様々な責任が問われます
自 転 車 安 全 利 用 五 則

走行中の携帯電話の使用や傘差し運転も禁止です

▲遊びながら楽しく交通ルールを学べる今井児童交通公園
（所在地＝江戸川 4～10　☎（3670）5455）

安全のために心掛けていますか

　万が一に備えて、自転車の賠償責任保険（任意）にも加入しま
しょう。詳しくは、保険会社などにお問い合わせください。

　自転車を利用しているときに交通事故を起こしてしまうと、以
下のような責任が発生します。

刑事上の責任
重い罪に　　　
問われる可能性

民事上の責任
被害者への　　
　損害賠償責任

道義的な責任
誠実に謝罪　　
　　　する責任

×

　自自転転転車車はは、環環境境にに優優ししくく効効率率的的な交交通通手手段段として、多多くくのの方方にに利利用
されています しかし 自転車走行のル ルとマナ を守らないと

自転車走行の
  ルールとマナー

どうしよう…

×
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